
Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度

前半 後半 前半 後半 前半 後半

進捗管理

下位法令・
ガイドライン

執行体制
（認定、犯歴
確認、監督）

中長期的な
ものも含む
課題対応

こども性暴力防止法の施行に向けたスケジュール（イメージ）

関係府省庁連絡会議・幹事会（施行まで複数回開催し、進捗管理等）

調査研究
（①事業者取組指針ひな形②情報管理）

システム要件定義・構築等

執行体制の検討、事務マニュアル等の整備等 執行体制確立

資料２

事務量の精査等

★設置

関係省庁で論点の検討
・ 認定
・ 安全確保措置
・ 犯罪事実確認
・ 情報適正管理
・ 監督 等

３年後見直しを含め、関係省庁において検討を進め、順次対応

施
行
期
限
（
令
和
８
年
12 

月
26
日
）

有識者検討会で、各論点の更なる具体化

事業者等への
周知広報

順次下位法令、
ガイドライン等に反映

システム保守・運用
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